
  
 

 平成２７年４月１日より高島市屋外広告物条例（市条例）を施行しています。 

 それに伴い、平成２７年３月３１日までの滋賀県屋外広告物条例（県条例）

で許可を受けて掲出されていた屋外広告物については、平成２７年４月１日以

降１回目の継続許可申請は県条例で、２回目の許可は市条例の基準で許可を行

います。 

したがって、現在市条例の基準を満たしていない広告物を継続して掲出され

る場合は、１回目の許可期間中に変更許可を受けていただき市条例の基準に合

うように改修等していただく必要があります。 

なお、やむを得ず許可期間満了までに改修することが困難である場合は、市

条例適合計画書を提出する事で、許可を受けることが可能となります。 

ただし、最長令和４年３月３１日までには必ず改修等が必要になりますので

ご注意ください。 

 

別紙の「屋外広告物適合計画書」に必要事項を記入し、都市政策課まで提出して 

ください。 

詳しくは、下記担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地 

高島市 都市整備部 都市政策課（屋外広告物担当） 

電話 0740－25－8571（直通）・FAX 0740－25－8572 
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R4.4.1 以降 

屋外広告物の経過措置について 



 


